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厚生労働省を名乗るフィッシングサイトへの注意喚起について 

 

 

今般、厚生労働省を装ったフィッシングサイトを確認しました。 

具体的には、国民健康保険の被保険者のスマートフォン等に「【厚生労働省】重要なお知ら

せ、必ずお読みください。」、「督促状で指定した期限までに未納の国民健康保険料が納付され

ない場合、財産の差押えを行います。」などと記載したＳＭＳ（ショートメッセージサービス）

が送信される事案が確認されています。 

当該ＳＭＳは、厚生労働省をかたり、当該サイトに誘導するものですが、国民健康保険料（税）

の督促状や納付のお知らせ等を厚生労働省から、直接、被保険者に対しお知らせすることはあ

りません。 

このような不審なＳＭＳを受信した場合には、当該サイト等にアクセスしたりせず、警察庁

のウェブサイト「フィッシング110番」から各都道府県警察のフィッシング専用窓口に通報を

お願いします。 

 

【フィッシング110番】 

https://www.npa.go.jp/cyber/policy/phishing/phishing110.htm 
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